
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人 亀田病院 分院 亀田北病院 

面会制限の再開のご案内 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染予防の観点から 

再度、面会を全面禁止と致します。 

リモート面会の予約方法について 

ただし、病院が認めた以下の場合は入館可能です。 

● 危篤時・終末期  ● 医師の説明時  ● 入退院の手続き 

① 正面玄関で面会許可証を受け取る（日中帯） 

② 原則、家族は２名まで 

③ 時間と場所は、各詰所等の指示に従ってください 

【入館の方法】 

【入館者の条件】 

① 風邪症状や発熱（37.0℃以上）等がある場合は面会中止。 

② 2週間以内に、4人以上の不特定多数が参加するｲﾍﾞﾝﾄ等へ参加していないこと。 

③ 2週間以内に、換気の悪い場所でのﾏｽｸなしでの会議等に参加していないこと。 

④ 2週間以内に、同居人以外の新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ未接種者とｱﾙｺｰﾙを伴う会食・飲食をしていないこと。 

⑤ 2週間以内に、新型コロナウイルス濃厚接触者と接触がないこと。 

土日祝日の予約受付はしておりません 

１回につき２人まで。ご家族が風邪症状や発熱（３７．０℃以上） 

（１） 予 約 制・・・電話や来院時に当該病棟にて予約をお願い致します。 
※０１３８-４６-４６５１（代表番号） 
※予約受付：月～金曜日 １３：００～１６：００ 

（２） 面会日時・・・月～金曜日（土日祝日を除く）１３：００～１６：００ 

※予約状況で希望日に応じれない場合があります。 

（４） 面会場所・・・１階ＷＥＢ面会専用スペース 
※不織布マスクの装着・手指消毒を実施してください。 
※病室へは立ち入らないでください。 
※院内リモートはご家族（渡島・檜山管内在住）のみとし、 

※患者様の病状等でご遠慮頂く場合があります。 

（３） 面会時間・・・１５分以内 ２週間に１回まで 

がある場合は、中止致します。 

（５） そ の 他・・・電波状況により映像が切れたり、短時間終了や停止したりする 
場合があります。院内専用機器を破損させた場合は、弁償対応 
を取らせて頂きます。 


